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授 業 

科目名 
研究会 必 修 開講年次 ３ 単位数 ２ 

科目区分 専門科目 

サブ       

タイトル 
著作権法を学ぶ 担当者 柳沢 眞実子 

講義概要 

【概要】 

 知的所有権法のうち、著作権法は私たちの生活の中で、もっとも身近な法律と言えます。そこで本

演習はその著作権法の概要及び判例を学びます。 

【到達目標】 

３年生前期（１期）著作権法全般の知識を得る事。 

３年生後期（２期）著作権法に関わる判例を解する事。 

４年生前期（３期）３年生に著作権法の指導及び新たなトピックスの討論。 

４年生後期（４期）著作権検定上級合格のための答練。 

履修条件 

本演習合格者のみ。 

２年間を通じて履修することを条件とします。また事前連絡なく３回の無断欠席をした場合、い

かなる理由があっても、単位は出しません。 

４年生からの受講の場合、上記１期からの受講となります（知的財産権法Ⅰ及びⅡの既習者につ

いては適用外とします）。 

なお、知的財産権Ⅰ及びⅡは必修とし、ⅢおよびⅣも可能な限り履修してください。 

教科書・

参考書 

【教科書】指定しません 

 

【参考書】加戸守行『著作権法逐条講義<五訂新版>』（著作権情報センター、2006 年） 

授業内容 基本は、研究報告です。担当報告者以外にも議論することを求めます。 

評価方法 
報告内容および議論の参加度について評価します。 

 

評価基準 

担当報告が優れ且つ討論に積極的に参加したと認められる場合には A 評価、担当報告が必要事項を満たし

且つ討論に積極的に参加したと認められる場合には B評価、報告が必要事項を満たし且つ討論に参加した

と認められる場合には C評価、報告が必要事項を満たしていないか、討論に参加したと認められない場合

には、その程度に応じて D評価または E評価とします。 

その他 
特になし 

 

 


